（様式第５号）
見　積　書
令和　　年　　月　　日
　　千葉県知事　あて
所　 在　 地
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　印

千葉県Teams電話導入事業について、次のとおり見積りいたします。
	費用区分
	見積金額

	(ア)初期費用
	円

	(イ)月額費用(5月分)
	円

	(ウ)設定変更工事費
	円

	(※)月額通話料(5月分)
	円



〔留意事項〕
１　見積金額に係る内訳書（任意様式）を添付すること。
２　(ア)初期費用には、Teams電話導入に要する一切の費用（初期設定作業に関する費用を含む）を計上すること。
３　(イ)月額費用には、Teams 電話利用料、電話番号基本料・使用料、運用保守費用（IP電話機に係る利用料を含む）の5月分を計上すること。ただし、通話時間に応じて従量的に発生する通話料については、(※)月額通話料にて計上すること。
４　(ウ) 設定変更工事費には、電話番号追加工事（電話交換局に対する工事費を含む）、Microsoft Teamsアカウントと電話番号の紐づけ、Teams電話に係る電話番号の管理・グループ変更設定、Mircosoft TeamsまたはTeams Phone Standardの設定代行（自動応答設定など）を計上すること。
なお、下記の予定数量に基づいて計算すること。



　①電話番号追加工事	100番号
　②電話番号追加に係る電話交換局に対する工事費	50工事
　③Microsoft Teamsと電話番号の紐づけ	200番号
　④Teams電話に係る電話番号の管理・グループ変更	200番号
　⑤Microsoft TeamsまたはTeams Phone Standardの設定代行	50工事
（自動応答設定など）

５　(※)月額通話料には、通話時間に応じて従量的に発生する通話料などの月額について、5月分を計上すること。なお、アカウント数を700アカウント、１か月あたり１回線あたりの発信通話時間を国内の一般加入電話 30分かつ国内の携帯電話 30分として計算すること。ただし、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は含まないものとする。
６　内訳書（任意様式）を添付すること。
７　課税業者、非課税業者を問わず、消費税額（地方消費税額を含む）を含めた税込金額で記載すること。
